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　「景観形成基本計画」に基づき、各

種景観施策の実施に努めます。

　また、札幌市に隣接して田舎暮ら

しができる優位性などを活かし、当

別移住促進協議会を中心に、移住促

進に努めます。

　また、今年度はレクサンド市との

姉妹都市交流が20周年を迎えます。

大勢の訪問団を迎えて開催する記念

式典、夏至祭などを通じスウェーデ

ン王国と日本の交流窓口として本町

の魅力を発信するとともに、交流の

意義を確認します。

　町および町内の大学、医療機関、

民間企業の４事業者で試験運行を行

なってきた当別町コミュニティバス

は、延べ12万人を超える利用をいた

だき、住民に認知されてきていま

す。

　引き続き試験運行を実施するとと

もに、運行の内容を検証し、平成20

年度以降の安定的運行の実現を目指

します。

　北海道と市町村が共同で運営する

電子申請・届出システムの運用が開

始され、住民票の交付申請や各種医

療保険の資格関係届などのオンライ

ン手続きが可能になります。今後、

対象手続を拡大し、住民負担の軽減

　魅力ある地域づくりのために、
行政の施策に住民が意見を付け加
えるだけではなく、策定段階から
ともに考える住民参画が大切です。
　今年度は、次期総合計画の策定
に着手しますが、町民の皆さんの
合意のもとに、総合計画づくりを
進めます。

　「協働のまちづくり」が推進でき
るように行政推進員制度の抜本的
な見直しを進めます。
　また、公共施設を見直し、白樺
コミュニティーセンターや新設さ
れる当別赤れんが６号を生涯学習
推進の場として活用します。
　除排雪事業は冬期間の住民生活
の安定と地域産業活動を支える重
点課題です。住民と行政がそれぞ
れの役割と責任を果たすことにつ
いて協議を重ねた結果、平成１９年

度からは、全車道と歩道の除雪、
排雪区域のうち幹線道路の排雪は
町が実施し、住宅地などの生活道
路の排雪については排雪区域26町
内会が地域住
民とともに自
主的に取り組
むことを踏ま
え、排雪費用の
一部を補助し
ます。

　民間委託の推進や施設・業務の
統廃合を進める一方、新たな課題
や住民ニーズに即応する施策を行
うため、引き続き行政組織の見直
しを図ります。
　また、職員数の適正化を図り、
引き続き、職員の人件費抑制に努
めます。

　限られた財源で最大限の行政効
果をあげることを念頭に予算編成
をしました。
　歳入は、所得税（国税）から住民
税（地方税）への税源移譲に伴い町
税は大幅に伸びるものの、所得譲
与税は廃止となり、地方交付税も
更に削減となることから、町税の
収納強化や使用料の見直しなど、
歳入財源の確保に努めました。
　歳出は徹底した見直しを行い、
コスト縮減に努めました。
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の環境づくりとして、アパート情報

誌や料飲店マップの充実など、町内

の生活情報を発信していくほか、学

生と町民の連携によるイベント開催

などを支援します。

　また、当別赤れんが6号の積極的

活用を学生に促し、町民との交流を

深め、学生が身近に感じる商店街づ

くりを商工会と連携して進めます。

　当別幸町土地区画整理事業は、今

年度事業完成に向け取り組むととも

に整備が残されている当別大橋架換

事業の早期完成を北海道に働きか

け、当別大通の全線開通に向け取り

組みます。

　また、今年度に本体工事を着手す

る当別ダムや道民の森への連絡道路

として重要な町道本通線道路改築事

業も引き続き推進します。

　

　安全でおいしい水を安定供給でき

るよう、当別ダム完成後の平成25年

度より石狩西部広域水道企業団から

水道水を受水する計画となってお

り、第３次拡張事業を昨年度から実

施しています。

　今年度は、上当別の 景林 配水池１
けいりん

基の増設で貯水量を確保し、太美地

区への安定した水道水供給のため、

配水管の太美幹線路700ｍを整備し

ます。

座」を開催し、地域で支えあう体制

づくりを推進します。

　

　国の補助事業など、あらゆる手法

を活用し、収量や品質の向上のた

め、各種支援を行ないます。

　また、農産物の付加価値向上のた

め、農家が行う加工や開発に対する

支援を行い、持続可能な農業を推進

します。

　当別赤れんが6号は、文化創造、賑

わい創出、情報発信の拠点および公

民館の代替機能を担う施設として4

月から供用を開始します。

　コンサート、演劇、各種イベント

などの開催、地場農産物や加工品の

販売ＰＲ、まちのイベント、観光情

報などの発信を行い、駅前の賑わい

創出の拠点として、広く町外からも

関心を持たれる魅力あるまちづくり

に資する施設として積極的に活用を

図ります。

　

　北海道医療大学との協働により、

成人歯科健診、高齢者の閉じこもり

を防止する事業などを推進します。

　学生ボランティア活動の拠点であ

るＮＰＯ法人　「ゆうゆう24」との連

携により、児童デイサービス、障が

い者支援などのサービス提供に努め

ます。

　大学との連携で取り組んでいる当

別学講座や、大学総合図書館との図

書の相互貸借など、生涯学習環境の

整備を充実します。

　商店街の活性化は、町内居住促進

と、利便性の向上に努めます。

　基幹行政システムの運用を開始

し、確実なセキュリティーに努め、

また、国民健康保険証のカード化な

どを図り、電子自治体の構築を進め

ます。

　地域全体で子育てを共有し、親が

誇りや自信を持って子育てができる

よう、子育て支援センターの充実、

ファミリー・サポート・システムな

どの整備を図ります。

　へき地保育所の認可保育所への統

合再編と、幼稚園と保育所の機能を

持つ「認定こども園」の開設を目指

し、民間運営などを検討します。

　留守家庭児童対策として設置して

いる子どもプレイハウスは、受益者

負担を原則に有料化を図ります。

　当別町健康づくり計画に基づき、

各種健診を実施し、生活習慣病予防

対策などに取り組みます。

　また、医療保険制度の見直しによ

り、後期高齢者医療制度が創設さ

れ、各医療保険者に対する健診およ

び保健指導の実施が義務付けられる

ため、各医療保険者と連携した健康

づくりを推進します。

　介護予防として、高齢者が元気に

生活するため、筋力トレーニングな

どを取り入れた「運動機能向上事業」

を充実し、認知症対策として、患者

とその家族を支えるボランティア育

成のため、「認知症サポート養成講
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　保護者や地域の声を反映した学校

運営や、教師の研修体制を充実さ

せ、児童生徒の学校や社会における

所属感の醸成などに努めます。

　いじめ、不登校解決を目指し、安

全で安心な学校づくりのため、地域

の協力で事業を推進します。

������

　幼児期の発達に促した幼稚園教育

を推進し、向上心の育成、教師間の

協力体制による活動を工夫し、家庭

との連携を深めます。

������　

　基礎・基本の確実な学力の定着を

図り、考え、判断する「確かな学力」

を培うための条件整備や教師の研修

体制の充実を図ります。

　今までの特殊学級で対象としてき

た児童生徒以外の軽度発達障害児童

生徒についても、個々に教育支援計

画を作成し、学習活動を進めます。

��������

　児童生徒の豊かな心を育成するた

めの取り組みなどを進めます。

　いじめの問題解決を目指し、児童

生徒の悩みや思いを受け止める体制

づくり、教師の指導研修、関係機関

との連携を図ります。
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　校内での防犯訓練の充実や、地域

防犯連合会との連携を深め、通学路

の安全点検や安全確保、緊急時にＰ

ＴＡと連携したパトロールの実施、

新入生への防犯ブザー配付を行いま

す。

　東裏小学校が今年度末で統廃合す

るため、統合先への授業参加や閉校

記念事業の支援を行います。

　不登校対策の充実を図るため、協

議機関を設置し、特別支援学級の介

助員も継続して配置します。

�������

　地域と結びついた地場産食材の利

用拡大や給食献立の一層の工夫を進

めます。

　地域の人材を活用し、幅広い学習

機会の設定、家庭教育の充実、子ど

もの基本的生活習慣の確立などに取

り組みます。

　青少年の健全育成のため、家庭、

学校、地域が一体となって取り組み

が進められるよう、各関係機関、団

体との連携に努めます。

����

　地域や関係団体との連携による通

学合宿事業の拡充や、生活習慣改善

運動を進めます。

�����

　命の大切さを学ぶ中高生を対象と

した子育て講座などを引き続き実施

します。

　安全、安心な環境の意識を高める

ため、危険マップの作製、学校・地

域との情報共有、町内会、町防犯協

会、ＰＴＡとの連携によるパトロー

ル体制の構築を進めます。

����

　町民自主企画講座や北海道医療大

学との連携による当別学講座を開講

し、特に当別学講座では、体験的な

講座や子どもたちを対象にした講座

を開催します。

������

　文化協会や各種団体、サークルな

どの発表や交流の場の確保のため、

当別赤れんが６号などの活用支援を

行います。

　北海道医療大学総合図書館と図書

を相互貸借し利用促進を図ります。

������

　子どもの体力、運動能力向上に向

けた事業の充実を図ります。

　スポーツに親しみ、楽しむことを

目的とした総合型地域スポーツクラ

ブの実現に向けた取り組みを行いま

す。

��������	

　公民館機能を白樺コミュニティー

センターに、図書室機能を青少年セ

ンターに移転します。

　開拓郷土館の収蔵品を一時空き施

設に移転し、将来的には小学校の郷

土学習室として整備します。
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▲2.19,015,7628,824,430一般会計

13.31,990,8082,256,308国民健康保険特別会計

▲5.72,314,4022,181,826老人保健特別会計

▲3.11,038,6121,006,044介護保険特別会計

10.451,60056,973介護サービス事業特別会計

1.81,126,1141,146,329下水道事業特別会計

0.986,44487,184農業集落排水事業特別会計

34.1696,348933,635水道事業会計

1.116,320,09016,492,729合　計

町税
2,022,181
（22.9％）

地方交付税
3,422,526
（38.8％）

使用料及び手数料
202,342
（2.3％）

国庫支出金
424,804
（4.8％）

道支出金
321,509
（3.6％）

繰入金
53,087
（0.6％）

町債
1,411,600
（16％）

議会費
79,693（0.9％）

総務費
295,733
（3.3％）民生費民生費

1,304,1991,304,199
（14.8％）（14.8％） 衛生費

481,099
（5.4％）農林水産業費

1,127,246
（12.8％）

商工労働費
47,137
（0.5％）

土木費
959,796
10.9％

消防費
415,156
（4.7％）

教育費
411,036
（4.7％）

公債費
2,088,978
（23.7％）

職員費職員費
1,609,3521,609,352
（18.2％）（18.2％）

　平成18年度より地方債（町の借金）の制度が国の同

意を得て行う許可制度から都道府県と協議を行い市

町村の責任のもとで行う協議制度へ変わりました。

　ただし、実質公債費負担比率という指標が導入さ

れ、この��������	
���������

�������となり、適正に公債費の管理をする

ために「公債費負担適正化計画」の策定が必要とな

ります。��������	
���������

�������となり、公債費負担適正化計画を策定し

ました。この計画では、公債費負担、地方債残高の

縮減を計画的に実施することで��������	


��������	
�������です。

　詳細は、町ホームページに掲載しています。

��������	
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その他
966,381
（11％）

その他
5,005（0.1％）

�������

　町の緊縮財政が続くため、7年

連続のマイナス予算となり、平

成19年度は、一般会計が80億円

台になりました。限られた財源

の中で、最大の効果を生み出せ

るように事業を推進します。

�������

予算額事　業　名
295,733総務費
5,513継続　姉妹都市との交流事業（20周年記念事業）
4,200新規　第5次総合計画策定事業

1,304,199民生費
8,343新規　後期高齢者医療制度対策事業
12,970継続　子ども発達支援センター運営事業
481,099衛生費
98,258継続　ごみ減量化推進事業

1,127,246農林水産業費
867,395新規　国営農業用水再編対策事業負担金
959,796土木費
150,000継続　除排雪事業
20,000新規　排雪費支援対策事業
411,036教育費
7,600新規　当別小学校暖房設備等改修工事

��������	
 （単位：千円）
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　ドラムやピアノを使って音楽練習室に。少人数の

サークル活動や会合などに適した広さです。

������

　レンガ壁に展示ができ、作品展示会場として素敵

な空間を演出できます。

����

　薪を使うパン焼き窯のパン作りに興味がある方

は、是非挑戦してみませんか。
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　大音響のスピーカーや音楽専用マイク、ステージ

の演出効果を高める多機能なスポットライトなど

を設備しています。
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　山台を重ねたステージは、用途に応じた大きさに

並べ替えることができます。

������

　プロジェクターから映し出す大型映像でホール

もちょっとした映画館に変わります。

　スウェーデン式のパン焼

き窯を使って焼くと、サクッ

とした食感のおいしいパン

やピザができるのではない

かと楽しみにしています。

　このふれあい倉庫で地元

の人が持ち寄った農作物を使って、おしゃべりをし

ながらパンを焼いて食べることで、町民のみなさん

の交流の場になってくるのではないでしょうか。　

　地域の人達のアイディア、手によってこの場所を

盛り上げていくことができればいいですね。
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���　4月7日（土）18時開演
���　第1部　さいとう澄雄氏によるトーク　　
ショー　第2部　木村善幸の世界（和太鼓）
���　大人1,500円、小中学生1,000円
　（「あえ ～る」でお求めください）
�������　ふるさとシンフォニー当別
　　　　　　　　（高橋�23－3412）

���������	
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���　4月28日（土）17時開演
��������　上野国武（当別中学校10期生）
���　300円（当日ご持参ください）
�������　青いレモンの会代表　須藤紀久子
　　　　　　　　（�23－3584）
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　自然がいっぱいの道民の森が5月1日にオープンしま

す。キャンプやパークゴルフ、サイクリングのほかに

も季節ごとに楽しいイベントが盛りだくさんです。

　是非、家族や仲間で参加ください。
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　道民の森管理事務所（�22－3911/�22－3993）

　http://www.do-sinrin.jp/dominnomori/index.html

���������

������������	����������

���������������

�������

���������

����

����������������

��������������

� ���������������������������������������������

����������

���������������	


��������	


��
��������

������

���
���

����
���

����
���

���
���

������������������������������������

����������

���

�����������������������������

������������������������������������

���� ������������������������������

��������������������
������

����������������������

��������������������

����������������������

�����

　使用日の3日前までに、ふ

れあい倉庫で使用申し込み

をしてください。

　使用料は、申し込みの時

に発行する納付書により金

融機関で納めてください。

　使用申込書は、町ホーム

ページからダウンロードで

きます。

���　

商工課（�23－3129）
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姉妹都市提携20周
年記念式典、記念
フォーラム、記念公
園の除幕式を実施
します。

��������	
�

パークゴルフ大会、ゴ
ルフ大会、テニス大会、
文化交流（茶道、華道、
着付け）を実施します。

ふれあい倉庫で記念
パネル展、スウェー
デン交流センターで
レクサンド展を開催
する予定です。

�������
　実行委員会では記念事業の協賛金を受け付けています。
本事業の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
　納入方法
　ａ振込みの場合　下記口座へ振込みください。
　　（振込み手数料が別途かかります。）
　　口座名義 「当別町・レクサンド市姉妹都市提携
　　20周年記念事業運営委員会（協賛金口）」　
　　北海道銀行当別支店　　　普通　0670215
　　北洋銀行当別支店　　　　普通　0227379
　　札幌信用金庫当別支店　　普通　4206484
　　北石狩農業協同組合本所　普通　0004458
　ｂ.現金で協賛する場合　当別町商工会へ
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　①町内在住で、受け入れ専用に一部屋を準備できる方。
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　①町内に在住、勤務している方など町に関係のある方。

　②英語またはスウェーデン語の通訳者として姉妹都　

　市提携20周年記念事業に参加できる方

�����　町のホームページから申請書をダウン　

　ロード（http//www.town.tobetsu.hokkaido.jp)で　　きま

すので、ご記入のうえ企画課まで提出ください。

��������　企画課企画振興係

　（�23－3042/�25－5555）
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のため、各町内会、関係機関と協

議を進めてきた結果、排雪区域２６

町内会合同による排雪費の支援

要望等を受けて、今年度は町内会

の実施する生活道路の排雪２回

まで助成を行ないます。

　�������������
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　より快適な冬を過ごすために

は、住民の皆様と町とが協働でま

ちづくりを進めて行くことが不

可欠です。

　雪対策の課題については、今後

も地域との協議の上取り進めて

参りますので、ご理解とご協力を

お願いします。
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　当別町の降雪量は平年は7ｍ台

を超えますが、記録的な暖冬であ

る今年度は、３月２０日現在での降

雪量は5ｍ26ｃｍです。

　少雪の年には、例年に比べ融雪

に伴う出水時期が早まり、全国的

に河川の増水による事故が多発

します。

　河川や排水路などの増水危険

箇所にやむを得ず近づく際には

くれぐれも注意してください。

　また、思わぬ出水により幼い子

どもが事故に巻き込まれる恐れ

があります。増水危険箇所には

日頃から注意を払うようにしま

しょう。

������

���������������

��の除排雪体制は、厳しい財

政状況から平成19年度からは大

きく変わります。

　幹線道路、生活道路、歩道の除

雪は冬期間の交通に支障の無い

ように除雪を行なって参ります

が、郊外地の除雪区間見直しや排

雪体制を変更します。

　平成１８年度は、昨年、一昨年な

どの大雪により、３回目の生活道

路の排雪が必要になった場合に

は、住民の皆様に自主的に行なっ

ていただきたいと説明して参り

ましたが、今年度は同様な体制の

維持が困難であるため、幹線道路

のみの排雪となります。

　このような、厳しい財政状況の

中での有効な除排雪体制の確立
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・ゴミステーションの設置・管理

・街路灯の維持管理

・地域の環境美化活動

・交通安全運動の推進

・青少年の健全育成（子ども会）

・レクリエーション　など

　町内会活動の恩恵を受けてい

る以上、その費用を負担する意味

から町内会への加入は大切なこ

とです。
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　災害時には、隣近所での助け合

いや、安否確認を行ないます。日

頃からの町内会活動を通じての

コミュニケーションが大切です。

　また、小中学校では災害時や非

常時に町内会単位での集団下校

を行います。子ども会などを通

じ子どもの交流を深めることも

大切です。

��������	
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　地域の課題を話し合ったり、
提案の窓口になるのも町内会
です。
　また、町では町内会を通じて
各種のお知らせを行なってい
ます。情報の迅速、確実な入手
のためにも町内会への加入を
おすすめします。

��������	
���������������
��������	
����������������������

◆町内会への加入は、ご近所にお問い合わせのうえ、会長や役員の方へお申し込みください。
　不明な点は下記へお問い合わせください。　
���　住民生活課住民生活係　　(�23－3209)
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西当別中学校
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　第8回全国中学生軟式野球大会

に出場する北海道選抜のメンバー

に西当別中学校野球部から2名が

選出されました。全国大会は3月

26・27日に千葉県浦安市で開催さ

れ、全国から16チームが参加し、

トーナメントで優勝を争います。

西当別小学校

����������	

わたる

　北海道代表としてナスターレー

ス協会が主催するゴールドウイ

ン・ナスターレース・ジャパンカッ

プ（アルペンスキー競技）に出場

し、総合優勝を果たしました。こ

れにより、4月6～8日にカナダで開

催される「ＦＩＳ認定ウィスラー

カップ世界大会」への出場が決定

しました。

��������	

　新琴似リトルリーグの選手とし

て大阪府で開催される全国選抜野

球大会に出場します。

左から蛯名君、藤林君、鈴木君
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　町民自らが当別町の景観について再発見することを

目的に当別町景観シンポジウムがゆとろを会場に開催

され、約30名が参加しました。

　シンポジウムでは「冬の季節を感じるまちづくり」

をテーマにした講演や当別の美しい風景のスライド、

冬の楽しみ方などの紹介が行なわれ、私たちが住む当

別で何気なく見ている景観の中には、美しいものがた

くさんあること、美しい景観づくりは地域の重要な課

題であることを確認しました。

　また、当別の食材を使った、いもだんご汁、手打ちそ

ばの試食、意見交換なども行なわれ、参加者からは「当

別の四季折々の美しさや特色を再認識できた」、「自然

の素晴らしさを実感しながらの生活を大いに楽しみた

い」といった感想がありました。

���������	
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（3月10日）���������

　「とうべつ赤れんが６号」ふれあい倉庫のパン窯を使

い、　レクサンド市から来たパン焼き名人、アリス･グ

スタフソンさん、インガ・マッツソンさんの指導で、

パンづくりの講習会が開催されました。

　スウェーデンパンは、日常に食卓に上るものから、

夏至祭やクリスマスに焼く特別なものまで多くの種類

があります。今回は「ショック（厚）パン」「トウン

（薄）パン」「クネッケ（固）パン」の3種類に挑戦。

　原料の粉の質や、手順など、スウェーデンと日本の

違いはありましたが、参加者にはパン作りの経験者が

多く、名人たちも感心する焼き上がりでした。

　焼きたての「ショックパン」はハーブの香りが好評

で、参加者からは「いろいろな種類のパンをこの窯で焼

いてみたい。」との声がありました。
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������� （3月25日）
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　町内外から多数ののど自慢たちが、当別町カラオケ

連合会の主催による、当別町長杯争奪カラオケ大会に

出場し、日頃からの練習の成果を披露しました。

　遠くは剣淵町からの参加者を含めた70名もの「歌手」

が部門別に分かれて競い合った結果、一般の部は門馬

とも子さん(札幌市)が、シニアの部は道下良子さん（北

広島）が優勝に輝き、町内からの参加者も多数上位に入

賞しました。

　中にはプロ顔負けの衣裳に身を包み、情感たっぷり

に歌い上げる出演者もおり、会場の白樺コミュニ

ティーセンターに集まった500人の観衆の耳と目を楽

しませていました。

���������	
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������� （3月11日）

　明治44年の開校以来、地域を見守り続けてきた蕨岱

小学校が3月末をもって閉校を迎えました。

　最後の登校日に児童や地域の関係者らが集まり、閉

校記念式典を行い、長年親しんだ蕨岱小学校との別れ

を惜しみました。

　式典では、児童から地域の方々や校舎に向けて「これ

からも蕨岱小学校でのたくさんの思い出を胸に、未来

へ向って羽ばたいていきたい」と元気一杯にお別れの

呼びかけを行ったほか、来場者全員で同校の校歌を歌

い、思い出を振り返りました。

　蕨岱小学校は、95年の歴史を終え、春からは当別小

学校に統合されます。

　当別町女性団体連絡協議会の主催で「手をつなごう・

人の輪・当別の輪！」をテーマに女性のつどいが行な

われ、会場の白樺コミュニティセンターには１９６名の参

加者が集いました。

　北海道医療大学の江口正尊教授の講演、NPO法人心・

体・食サポートセンターの西村幸枝理事長氏の指導で

歌にあわせ、笑いながら体を動かし、心身ともに健康

になろうと「演歌体操」などが行なわれました。

　日頃から町内で活動する女性が主体の団体が相互交

流を行なう、つながりが深まる集いになりました。
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����� （2月27日）

������ （3月26日）
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　町では、当別幸町土地区画整理事業地区内の保留地  

(宅地)を分譲します。次のとおり申し込みを受け付けし

ますので、希望の方は期間内に受け付けしてください。

　なお、申し込みが多い場合は抽選となります。

���　弥生・幸町

����　2区画

�����　保留地№①（弥生）1�311.50㎡(396.73坪)

　　　　　　保留地№②（幸町）343.83㎡(104.01坪)

�����　保留地№①39,345,000円

　　　　　　　(30,000円/㎡)

　　　　　　保留地№②8,011,000円

　　　　　　　(23,300円/㎡)

�����　4月2日から4月20日まで

�������

　都市計画課区画整理係（�23－3198）
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　北海道知事　3月22日（木）

　北海道議会議員　3月30日(金)

���　4月8日（日）7時～20時

������　

　日時　4月7日(土)まで

　　　　8時30分～20時　

　場所　役場１階大会議室

���������	

���　4月17日（火）

���　4月22日（日）7時～20時

������

　日時  4月18日(水)～21日(土)　

　　　   ８時３０分～２０時

　場所　役場1階大会議室

���　町選挙管理委員会事務局

　　　　（�23－3499）
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��������	
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　火葬場の使用料は申請者又は火

葬される方が町民の場合、無料で

したが、6月1日からは、使用者か

ら施設維持管理費の一部を負担し

ていただくことになります。

　今後、火葬場使用者にはご負担

となりますが、ご理解とご協力を

お願いします。
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「ゆとろ」の入浴日が4月から変わ

りました。

　これまで週5回だった入浴日が

週2回へと変わりました。

�����　毎週月曜日と金曜日

　正午から午後５時まで

(月曜日が祝祭日の場合は、翌火

曜日に利用できます。)

・祝祭日、年末年始は除く

����　60歳以上の町民

����　200円

※研修室の利用は従来どおりで、

研修室（和室）・カラオケ（月、

水、金）無料

ゴミの持ち帰りにご協力願います。

����　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・�23－3019）

　　　　　　　　　　

�����環境対策係（�23－2503）
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　居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーは、

要介護者の訪問介護　(ホームヘルプ)や、通所介護(デ

イサービス)などの利用に必要な居宅サービス計画（ケ

アプラン）作成や事業者との調整、要介護者、ご家族

の相談を行います。
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　介護保険料は毎年７月に決定しますが、特別徴収(年

金天引き)の方の保険料納付方法は以下のとおりです。

�����

●現在、介護保険料が年金から天引きの方は、２月に天

引きされた金額と同額を４、６、８月の年金から納付して

いただきます(手続は必要ありません)。年間保険料額

は７月に決定しますので、決定次第ご通知します。

　なお、８月の保険料額を変更する場合があります。

●４月から年金天引きが始まる方は、事前に通知して

いる金額が天引きされます。

��������	
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　誕生月に提出する「現況届」の提出を忘れると、年

金が一時差し止めとなり、介護保険料の年金からの天

引きも中止になります。天引きが中止になると、納付

書による納付へ変更になります。

現況届は忘れずに提出ください。

����

　福祉課介護サービス係　

　（ゆとろ内・�23－3029）
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　病院などの医療機関の窓口で支払う金額が急増しな

いよう、医療費に係る支払が自己負担限度額までにな

ります。

＜申請が必要です＞

　役場国保の窓口に申請し、限度額適用認定証の交付

を受け、医療機関に提示する必要があります。申請の

際は、国民健康保険被保険者証を持参してください。
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　住民生活課国保年金係

 （�23－2467）

��������	
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��������　
　4月9日（月）・23日（月）
　役場1階 住民生活課国保年金係
��������	
��札幌北社会保険事務所）
　4月20日(金)10時～15時　商工会館 

���������	
�����������

平成１９年度の国民年金保険料は、定額で１ヶ月14,100円、
付加保険料は１ヶ月400円です。
　また納付書で1年分・半年分（４月～９月分）をまとめて５
月1日までに納めると、割引になります。

��������	
２０歳以上の方は全て国民年金へ加
入しなければなりませんが、学生で収入が少なく保険料の
納付が困難な場合、申請により納付が猶予されます。
��������	
�３０歳未満の方で、本人と配偶者の
収入が一定額以下の場合、申請により納付が猶予されま
す。
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　町内に民間の居宅介護支援事業所が充実したことか

ら、町で実施していた「当別町指定居宅介護支援事業��� �����������
所」（ゆとろ内）を4月から休止しました。　� ����������������
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　飼い主には飼犬の登録と狂犬病

予防注射の接種が法で義務付けら

れています。

　最近、未登録の犬の迷子が多発

しています。犬を新たに飼ったと

きや登録が済んでない方は手続き

をしてください。

　また、狂犬病予防注射は１年に１

回の接種が必要です。お近くの動

物病院やかかり付けの病院で接種

してください。

���　環境対策係（�23－2503）
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�毎月第2・第4木曜日　19時30分まで

�������

　納税課納税係（�23－2341）
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　町では、子どもたちを安心して

生み育てられる環境づくりを進め

るため、町民の代表として協議会

に参加し、町が実施する施策等に

対して、提言をいただく委員を募

集します。

���　委嘱の日～平成21年3月31日

�����　子育て支援・少子化

対策に関心がある町内在住者

�����　任意様式に住所・氏名・

年齢・性別・職業・電話番号・自己PR

を記載の上提出してください。

�����　4月20日（金）

�����　2名

������

　子育て推進課子ども係

　（ゆとろ内・�23－3024）
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　当別町東裏体験農村公園の農園利

用者を募集します。自然にふれあい

ながら農業を楽しみませんか？

����東裏2554番地（東裏小学校隣）

���　町内及び近隣市町村の

　　　　農業者以外の個人

���　5月1日～10月31日

�����　92区画

（標準タイプ1区画：面積  約120㎡  

料金  12�000円）

※面積により料金が多少変わります。

�����　利用期間内に収穫を

終えるものに限ります。

���　役場備え付けの申し込み

用紙を4月2日(月)～13日（金）の

間に提出してください。応募多数

の場合は抽選で決定します。

������　印鑑

������　

　農林課耕地林政係（�23－3096）
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　4月1日より白樺コミュニティセ

ンターの管理所管が農林課耕地林

政係から教育委員会社会教育課社

会教育係に変更となります。

������　社会教育課社会教育係

（白樺コミュニティセンター内・�23－2511）

��������	
���
������

�� ��

　趣味の講座や健康、生き甲斐づ

くりの講演会などが楽しく学べます。

下記によりお申し込みください。

���　５月～平成20年3月

���　第2、第4金曜日 10～12時

���　白樺コミュニティーセ ンター

（講座の内容により開催日、場所

　を変更することがあります。）

���　40名

����　5千円（保険料、講師

   料、研修旅費などを含む。）

�����　4月27日（金）

���　公民館（�23－2376）

�　４月１日から、死亡届出の

あった遺族の方に対する弔慰文

を廃止しましたのでお知らせし

ます。

���　住民生活課戸籍住民係

　　　　（�23－2463）
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　１６歳から６９歳までの健康な方な

ら、どなたでも献血できます。

※65歳以上の方は、60歳から64歳

までに献血の経験がある方。

������　 ４月１６日（月）　

①当別町役場（白樺町）　

　10時～12時、13時～14時30分

②JA北石狩 西当別支所（太美町）

　15時～16時00分

������� 献血
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　㈱下段モータースでは、環境に

配慮した取り組みとして『使用済み

のてんぷら油』を回収しコミュニ

ティーバスの燃料（バイオディーゼ

ル燃料）に使用しています。ごみの

減量や温暖化防止につながります。

皆さんもご協力ください。

��������	


�下段モータース（�23－2630）

（国道275号沿 樺戸町1055番地）
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　今年は当別町とスウェーデン国

レクサンド市との姉妹都市提携２０

周年の記念の年です。

　このことを記念してスウェーデン

ヒルズ入口に造成を予定している

（仮称）展望公園の名称を「レクサ

ンド記念公園」に決定しました。

�����都市計画課都市計画係

　　　　　（�23－3198）
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　町教委では、知識・技能や経験

を有する方に"まちの知恵袋" と

して登録していただき、町民から

の要請に応じて各種教室・講座で

その能力を提供していただける方

を募集しています。年齢や資格は

不問です「これなら自分にも教え

られる！」というものがありまし

たら、ぜひ登録をしてください。

���　町内在住または勤務され

ている方

�����　文化、スポーツ、

　趣味・娯楽活動全般

�����　電話または白樺コ

ミュニティセンター・西当別コ

ミュニティセンター・総合体育館

に備付の申請書を提出

�������

　社会教育課社会教育係（「白樺コ

ミュニティセンター」内・�23－2511）
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　日本棋院当別支部（戸来武支部

長）では囲碁教室を開きます。

　囲碁を始めてみたい方・興味の

ある方は、気軽に参加ください。

���　初心者・初級者

　　　　（子供から大人まで）

���　4月14日～6月30日

　　　　毎週土曜　13時～16時

���　白樺コミュニティーセンター

����　無料

������　

　佐々木（�090－1522－3001）
(http://www12.plala.or.jp/yukun514/)
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　アテーリエ  ポ  ゴーデン（スウェーデ

ン語  お庭の中のアトリエ）ではハンギ

ングバスケット・コンテナ寄せ植

え講習会を開催します。

���  5月15.16.18.19.20日

  午前の部 10時～12時

  午後の部 13時30分～15時30分

���　当別町栄町49－41

����　無料

���　各講座　6名　

�����　5月8日（火）

���　福井多美子（�23－4186)
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　町教委では、町民の自発的な活

動支援のため、家庭教育や子育て

支援などに関する学習活動開催の

支援をています。

　随時受け付けしていますので、

お問い合わせください。

�����

「白樺コミセン・総合体育館・西

当別コミセンなど社会教育施設の

無料使用、講師謝礼金（限度額３万

円）、周知活動」など

������　社会教育課社会教育係

（白樺コミュニティセンター内・�２３－２５１１）
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　永年にわたって災害への防

ぎょ活動など、地域防災に献身的

に努力をした功績が認められ、3

月2日に当別消防団が消防庁長官

から表彰旗を授与（道内から5団

体）されました。

��������	

　多くの命を救うようにとの思

いから、元消防団分団長の山岸重

美さんより、町にAEDの寄贈があ

りました。西当別コミセンに設

置をしています。

　　　　　　　　　　　(3月2日)

������

���������������	
��相談は無料です

�������町の顧問弁護士が相談に応じます
��  ５���������������������
��  事前に福祉係（�23－3019）まで。

�����　介護や高齢者虐待に関する相談
�� 月～金曜日 8時45分～17時15分  ��　地域包括支援センター（�２５－５１５２）

�������（毎月第2・４木曜日)〔２４時間受付   090－2070－5082〕
�� ������������	
���
 ���町社会福祉協議会（�22－2301）
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◆子どもの飛び出し注意
◆横断歩道周辺は目配り減速
◆交差点右・左折時には後方注意
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▼神田隆則さんから１０万円
▼スミセキ・コンテック（株）から米２００kg
▼清水時子さんから石鹸５５個
��������	
�

▼「生きるって」すばらしい
コンサート実行委員会から2万円
���������	�
��

▼�札幌地区トラック協会
　北支部から図書６０冊

広　告広　告
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No.342

　魚粉、とうきび、貝殻などの、

無農薬、無添加の飼料を食べ、ひ

よこの頃から健康に育った、豊

富な栄養の「よくばり」な鶏が産

む卵を昭和53年から生産してい

ます。

　養鶏を始めた当初は、訪問販

売を行っても、あまり売り上げ

は伸びませんでしたが、実際に

食べた方たちの口コミで人気を

呼び、多くの家庭へ宅配を行な

うようになりました。また、卵、

肉の付加価値を高めるために、

加工品づくりも始めました、以

前は加工業者任せでしたが、現

在は自社で加工設備を持って新

製品の開発もしています。

　３年前からは、直売所に来る

お客様に、その場で新鮮な肉や

卵を味わって欲しいとの思いで、

「とりたま 食道 　こっこ 家 」を開
●　　● や

設しました。４月～１０月の営業

期間に、町内外から年間約１万

人が訪れます。鶏のスープが特
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徴のこっこラーメン、親子丼な

どのメニューが好評です。

　最近、学校や家庭での悲しい

ニュースを多く聴きます。原因

は多くのことがあると思います

が、食生活の変化も要因の一つ

に上げられると思います。

　食生活が家庭環境や人格の形

成に与える影響は非常に大きな

ものです。「食」を考えること、

安全、安心な食生活を送ること

の大切さを子どもや、子を持つ

親に伝えることが出来れば良い

と考えています。

　今は、地元の食材を使った食

堂、地元の飼料を使った養鶏と、

地域循環型農業を進めていま

す。今後も食の安全を守る姿勢

を一貫して行きたいです。
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対象者へ
個別通知

  ２日 月　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

����������	


���������
  １３日 金　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

���������	


必要４０歳以上の方
右記町内医療機関にて受診������

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
�

必要
保健師や栄養士が相談に応じます。
2５日 水 9：３０～１１：３０　ゆとろ

����

必要
健康チェック日　　２４日火
健康プラン相談会　２７日金
９：３０～１１：３０　総合体育館

��������

必要
外出機会の少ない高齢者対象
１２日 木　１０：００～１３：００　ゆとろ

���

必要
外出機会の少ない高齢者対象
１７日 火　１０：３０～１４：３０　西コミ

�������

必要１０日 火　７：５５～８：１０　ゆとろ������

必要１６日 月　９：３０～１４：００　ゆとろ��������	


�個別接種は下記医療機関にて接種ください。
�持ち物　母子健康手帳。
�事前に予防接種ガイドブックを読みましょう。

������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 

�����������

生後
６カ月未満

２日月　ゆとろ
１４：００～１４：３０

ＢＣＧ

生後
3～90カ月

11日水  26日木  ゆとろ
12日木  25日水  西コミ
１3：００～１3：３０

ポリオ

� � � � � �

������

場所時間日にち内　容場所時間日にち内　容
西コミ  7：55～ 10日（木）女性がん検診ゆとろ１３：００～７日(月)4か月・10か月児健診

西コミ１０：３０～  15日（火）かすみ草の集いゆとろ１４：００～７日(月)ＢＣＧ予防接種

  ゆとろ１３：００～９日(火)マタニティスクールＡ

���������	
��������

�������������	
��
�����

���������������������	

�������������������

��������
������

������

������������������

��������������������

�������������
��������	


����������

��������
�������

���������

������������

� � � � 予防接種実施

�����

�������　心の悩みについて専門医が相談
　　　　　　　　　◇日時　4月27日金　１３：30～１６：００
　　　　　　　　　◇場所　江別保健所
��������  江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）　

� � �　　　お酒で悩んでいる方とその家族
　　　　　　　  毎月第１・第３月曜日　
　　　　　　　  １８：００～２１：００　ゆとろ
���������日中は江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　　　　　　　  夜間は工藤（�２２－２５１０）
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ボランティアの 窓
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　麻しん（はしか）は、感染力が強く予防接種を受

けないと多くの人がかかる病気です。

　風しんは、乳幼児がかかると症状は比較的軽いで

すが、大人がかかると症状が重く、特に妊娠初期に

妊婦が感染すると、胎児が難聴、心疾患などの先天

性風しん症候群になることがあります。

　積極的に予防接種を受け、病気を予防しましょう。

平成１８年に予防接種法が改正になり、小学校入学前

の１年間に追加（第２期）の接種をすることになり

ました。第２期の予防接種は、免疫の強化を目的と

していますので、対象のお子さんは接種を受けま

しょう。

���

　第１期：1歳～1歳11か月

　第２期：小学校入学の前年度（平成13年4月2日～

　　　　　平成14年4月1日生まれ）

������平成20年3月31日までの診療日

����無料

������町内の医療機関

＊かかったことのある病気に対する予防接種を受け

　る必要はありません。

＊1歳から2歳の間に麻しんまたは風しんにかかる可

　能性が高いので、第１期は１歳になったら早めに

　予防接種を受けましょう。

＊一度も麻しん・風しんの予防接種を受けたことの

　のない方、どちらか一方の予防接種しか受けてい

　ない方はいずれも対象になります。

�������　

　福祉課保健サービス係

　（「ゆとろ」内・�23－2346）
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　「今シーズンの始めにお父さんと

全国大会で優勝すると約束をしたの

で、絶対に勝ちたかった」と力強く

話す藤田君。

　「失敗を繰り返さないように一本

一本考えて滑る」と少ない時間を有

効に使った練習が結果につながりま

した。

　北海道で2位に入ると推薦で全国

大会に出場できるのですが、2月に

入り調子を落とし、お父さんも「焦

りを感じた」と振り返ります。

　しかし、走り込みや柔軟体操の体

力づくりを欠かさずに行ったことで

調子は上向きました。

　最終戦には、39度の発熱にもかか

わらず出場し、力強い滑りで4位の

成績を残し、全道2位で全国大会へ

の切符を手にしました。

　

　全国大会の様子を「ＤＪが雰囲気

を盛り上げたり観客も多くて北海道

とは違う独特の雰囲気があった」と

笑顔で話してくれました。

　1日目が終わったところで、ライ

バルがコンマ差でひしめき合う中で

の2位という成績にも「自分の力を出

し切れば勝てる。小学校生活最後の

思い出になるように思い切って滑ろ

う」と最後まで攻めの滑りを貫きま

した。

　結果は、種目別でコンビが2位、大

回転で3位、コンビと大回転を合わ

せたタイムの総合で1位を獲得し世

界大会への出場が決まりました。

　「強い選手が出場している大会の

方が力を発揮することができる。悔

いを残さないようにレースを楽しむ

ことができればいい。3種類にエン

トリーしているけど、スラロームの

種目で優勝を狙いたい」と体が大き

い選手が揃う世界大会にも強気で向

かって行きます。

　「中学生になっても、ライバルと

競い合いながら成長できればいい」

と話し、これからも活躍の場を広げ

ます。
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                             （　）は前月との比較
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　燃えている薪のすぐ横に生地を入れ、

焼け具合を見ながらの作業には、参加者

も最初は戸惑い気味でしたが、皆次第に

上達。出来栄えも最高のスウェーデンパ

ン講習会でした。（赤れんが6号「ふれあい

倉庫」　3月25日）


